
 

■ 住宅地区（東部） 

地
区

整
備
計

画
 

建
築

物
等
に

関
す
る
事

項
 

細区分の名称   住宅地区（東部）    

面積   約 122.8ha    

細々区分の名称 低層住宅地区Ⅰ 低層住宅地区Ⅱ 低層住宅地区Ⅲ 低層住宅地区Ⅳ 中高層住宅地区 生活サービス施設地区 

細々区分の面積 約 88.8ha 約 9.3ha 約 3.6ha 約 4.6ha 約 2.9ha 約 13.6ha 

建築物等の 

用途の制限 

第一種低層住居専用地域内に建築すること

ができる建築物のうち、次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

 

１．３戸建以上の長屋住宅 

２．住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ね

るもの（建築基準法別表第二（い）項第２号

に掲げるもの）ただし、次に掲げるものは除

く。 

（１） 計画図に表示する道路境界線から 20

ｍ以内の区域 

（２） 建築基準法施行令第 130 条の３第６

号又は第７号に掲げる用途を兼ねるも

の。 

３．共同住宅 

４．畜舎 

第一種低層住居専用地域内に建築すること

ができる建築物のうち、次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

 

１．住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ね

るもの（建築基準法別表第二（い）項第２号

に掲げるもの）ただし、次に掲げるものは除

く。 

（１） 計画図に表示する道路境界線から 20

ｍ以内の区域 

（２） 建築基準法施行令第 130 条の３第６

号又は第７号に掲げる用途を兼ねるも

の。 

２．畜舎 

第一種中高層住居専用地域内に建築するこ

とができる建築物のうち、次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

１．店舗等（建築基準法別表第二（は）項第５

号に掲げるもの）ただし、住宅又は共同住宅

で店舗等の用途を兼ねるもののうち、次に掲

げるものは除く。 

（１） 計画図に表示する区域（計画図に表

示する和泉中央線沿道は道路境界線か

ら 20ｍ以内の区域）においては、店舗

等の用途に供する部分の床面積の合計

が 300 ㎡以内のもの。 

（２） 上記以外の区域においては、延べ面

積の二分の一以上を居住の用に供し、建

築基準法施行令第 130 条の３第６号又

は第７号に掲げる用途を兼ねるもので、

これらの用途に供する部分の床面積の

合計が 50 ㎡以内のもの。 

２．前項第２号の区域においては住宅又は共同

住宅で事務所との用途を兼ねるもの。 

３．畜舎 

第一種中高層住居専用地域内に建築するこ

とができる建築物のうち、次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

１．３戸建以上の長屋住宅 

２．大学等（建築基準法別表第二（は）項第２

号に掲げるもの） 

３．病院 

４．老人福祉センター、児童厚生施設その他こ

れらに類するもの（建築基準法別表第二（は）

項第４号に掲げるもの）。ただし、老人福祉

センター、児童厚生施設で延べ面積が 600

㎡以内のもの除く。 

５．店舗、飲食店その他これらに類する用途に

供するもの（建築基準法別表第二（は）項第

５号に掲げるもの）。ただし、住宅で店舗等

の用途を兼ねるもの（建築基準法別表第二

（い）項第２号に掲げるもの）のうち、次に

掲げるものは除く。 

（１）計画図に表示する道路境界線から 20

ｍ以内の区域内に建築するもの。 

（２） 建築基準法施行令第 130 条の３第６

号又は第７号に掲げる用途を兼ねるも

の。 

６．共同住宅 

７．自動車車庫（建築基準法別表第二（は）項

第６号に掲げるもの）。ただし、建築基準法

別表第二（い）項第 10 号に掲げるものを除

く。 

８．公益上必要な建築物（建築基準法別表第二

（は）項第７号に掲げるもの）。ただし、建

築基準法別表第二（い）項第９号に掲げるも

のを除く。 

９．建築物に附属するもの（建築基準法別表第

二（は）項第８号に掲げるもの）。ただし、

建築基準法別表第二（い）項第 10 号に掲げ

るものを除く。 

10．畜舎 

第二種中高層住居専用地域内に建築するこ

とができる建築物のうち、次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

１．戸建住宅 

２．畜舎 

３．食品製造業の工場（建築基準法施行令第

130 条の６に掲げるもの） 

４．危険物（建築基準法施行令第 130 条の９の

表に掲げるもの）の貯蔵又は処理に供する施

設 

第一種中高層住居専用地域内に建築するこ

とができる建築物のうち、次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

１．店舗等（建築基準法別表第二（は）項第５

号に掲げるもの）の用途に供する部分の床面

積の合計が 300 ㎡を越えるもの。ただし、

計画図に表示する区域についてはこの限り

ではない。 

２．畜舎（ペットショップ又は動物病院に付属

するものを除く） 

建ぺい率 
５０／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

５０／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

６０／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 
５０／１００ 

６０／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

６０／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

容積率 
１００／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

１００／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 
１５０／１００ １００／１００ 

２００／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

２００／１００ 

（用途地域に関する都市計画） 

建築物の敷地面積 

の最低限度 
１７０㎡ 

１７０㎡ 

ただし、建築基準法第 86条の規定に基づく一団地の総合的設計による場合はこの限りでない。 １７０㎡ －－－－ 

２００㎡ 

ただし、計画図に表示する区域についてはこ

の限りでない。 

壁面の位置に 

関する制限 

道路境界および隣地境界より１.０ｍ以上（用途地域に関する都市計画） 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

道路境界線までの距離は、１ｍ以上でなければ

ならない。 

ただし、計画図に表示する壁面位置を制限し

ない区域についてはこの限りではない。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

道路境界線および隣地境界線までの距離は、１

ｍ以上でなければならない。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

道路境界線までの距離は、３ｍ以上でなければ

ならない。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

道路境界線までの距離は、１ｍ以上でなければ

ならない。 

ただし、計画図に表示する区域についてはこ

の限りではない。 

建築物等の高さの 

最高限度 

１０ｍ 

（用途地域に関する都市計画） 

 

１２ｍ 

（軒高は１０ｍを超えてはならない） 
１０ｍ 

低層住宅地区Ⅰ又は低層住宅地区Ⅱに面す

る部分（道路境界線から 10ｍ）においては、

建築物の高さは 12ｍを超えてはならない。ま

た、建築物の各部分の高さは、当該部分から低

層住宅地区Ⅰ又は低層住宅地区Ⅱとの境界線

（隣地境界線又は当地区との反対側の道路境

界線）までの真北方向の水平距離に 0.6 を乗じ

て得たものに 10ｍを加えたもの以下でなけれ

ばならない。 

１２ｍ 

ただし、計画図に表示する高さの最高限度を

適用しない区域については、この限りではな

い。 

計画図に表示する部分（道路又は隣地の境界線

から 10ｍ）においては、建築物の高さは 12ｍ

を超えてはならない。また、建築物の各部分の

高さは、当該部分から低層住宅地区Ⅱとの境界

線（隣地境界線又は当地区との反対側の道路境

界線）までの真北方向の水平距離に 0.6 を乗じ

て得たものに 10ｍを加えたもの以下でなけれ

ばならない。 

建築物の形態 

又は意匠の制限 

敷地内の広告物又は看板（建築物に設置する

ものを含む）は自己の用に供するもの（府自家

用広告物許可基準で定義されるもの）に限定す

るとともに、次のいずれかに該当するものを設

置してはならない。 

（１）屋上に設置するもの 

（２）周辺の美観・風致を損なうもの 

 

緑豊かな住宅地景観を形成するため、建物配置や植栽等修景に配慮するものとする。 

敷地内の広告物又は看板（建築物に設置するものを含む）は自己の用に供するもの（府自家

用広告物許可基準で定義されるもの）に限定するとともに、次のいずれかに該当するものを設

置してはならない。 

 

（１）屋上に設置するもの 

（２）周辺の美観・風致を損なうもの 

敷地内の広告物又は看板（建築物に設置する

ものを含む）は自己の用に供するもの（府自家

用広告物許可基準で定義されるもの）に限定す

るとともに、次のいずれかに該当するものを設

置してはならない。 

（１）屋上に設置するもの 

（２）周辺の美観・風致を損なうもの 

敷地内の広告物又は看板（建築物に設置するものを含む）は自己の用に供するもの（府自家

用広告物許可基準で定義されるもの）に限定するとともに、次のいずれかに該当するものを設

置してはならない。 

 

（１）屋上に設置するもの 

（２）周辺の美観・風致を損なうもの 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路（歩行者専用道および緑道を含む）に面する敷地の部分（門柱、門扉、車庫の部分を除く）に、かき又はさくを設置する場合には、次に掲げるものとしなければならない。 

（１）生け垣 

（２）透視可能なフェンス等を設置する場合で、上記と同等の機能を有するよう植栽により補完されたもの。ただし、道路境界線から幅 50cm 以上の植栽帯を設ける場合はこの限りではない。 
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